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■ 株式等振替制度参加に係る届出書類に関するＦＡＱ（機構加入者等用） 

 届出書類 ご質問 回答 掲載日 

 

１ 

 

「自己口」の属性区分毎

の詳細情報 

 

○ 「利用目的」（項番１．～項番５．共通）

の記載方法を教えてください。 

 

○ 項番１．～項番５．の「利用目的」には、「株式等振

替制度参加手続の届出書類に係る記載要領＜機構

加入者等用＞」（以下「記載要領」といいます。）（４８

頁）の「区分口座における利用目的の記載例」を参照

のうえ、その範囲内でご記入ください。なお、場合によ

っては、申請いただいた利用目的について、区分口

座の開設状況を公表する際の記載内容についてご

相談させていただくことがありますので、予めご了承く

ださい。 

 

※ 「利用目的」については、区分口座の開設状況を公表する際

の項目の１つとなっていますが、届出書に記載された利用目

的をそのまま掲載すると、幾通りもの利用目的が掲載されるこ

とが予想されます。そのため、実務上混乱をきたす可能性も

考えられますので、上記のようなご対応をお願いするもので

す。 
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2 

 

「自己口」の属性区分毎

の詳細情報 

 

○ 「特別株主管理事務委託状況報告デ

ータの通知の他の機構加入者への委

託の有無」（２．「担保専用口」の詳細情

報）の記載にあたって留意すべきことは

ありますか。 

 

○ 「特別株主管理事務委託状況報告データの通知の

他の機構加入者への委託の有無」の「する」「しない」

の記載にあたっては、当該報告データの作成につい

て、通常、担保専用口を開設された機構加入者が作

成・通知するものと想定されていますので、当該機構

加入者が当該報告データに関する事務を行うのであ

れば「しない」を選択する必要があります。つまり、通

常は「しない」を設定することになります。 
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 届出書類 ご質問 回答 掲載日 

○ 区分口座に係る業務（特別株主管理事務等）につ

いて計算会社等へ委託するという意味ではないの

で、ご留意ください。 

 

 

3 

 

「自己口」の属性区分毎

の詳細情報 

 

○ 「信託財産名義の取扱い」（４．「信託

口」の詳細情報）の記載にあたって、総

合テスト（全面稼働）の申請との関係に

おいて、留意すべきことはありますか。 

 

○ 総合テスト（全面稼働）の申請において、「信託財産

名義の取扱いの包括的な申出を行うか否か」（注）に

ついて「する」を選択した場合には、本申請書の「信

託財産名義の取扱い」については、「する」と「包括」

を選択することになります。 

 

○ 総合テスト（全面稼働）の申請において、「信託財産

名義の取扱いの包括的な申出を行うか否か」（注）に

ついて「しない」を選択した場合には、以下が考えら

れます。 

① 信託財産名義の取扱いについて「個別の申出」を

申請する場合、本申請書の「信託財産名義の取扱

い」については、「する」と「個別」を選択することに

なります。 

② 信託財産名義の取扱いについて「1 つの信託財

産名義の申出」を申請する場合、本申請書の「信

託財産名義の取扱い」については、「する」と「1 つ

の名義」を選択することになります。 

③ 信託財産名義の取扱いについて申請をしない場

合には、本申請書の「信託財産名義の取扱い」に

ついては、「しない」を選択することになります。 

 

（注） 「株式等振替制度に係る総合テスト（全面稼働）開設予定

口座の届出書」（eq1-2）の「４．信託口を開設する場合」の「信
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 届出書類 ご質問 回答 掲載日 

託財産名義の取扱いの包括的な申出を行うか否か」のことを

さします。 

 

※ 信託財産名義の取扱いの概要については、記載要領の３８

頁から３９頁を参照ください。 

 

 

4 

 

「顧客口」の属性区分毎

の詳細情報 

 

○ 「利用目的」（項番１．、項番２．共通）

の記載方法を教えてください。 

 

○ 項番１．、項番２．の「利用目的」には、記載要領（４

８頁）の「区分口座における利用目的の記載例」を参

照のうえ、その範囲内でご記入ください。なお、場合

によっては、申請いただいた利用目的について、区

分口座の開設状況の公表の際の記載内容について

ご相談させていただくことがありますので、予めご了

承ください。 

 

※ 「利用目的」については、区分口座の開設状況を公表する際

の項目の１つとなっていますが、届出書に記載された利用目的

をそのまま掲載すると、幾通りもの利用目的が掲載されること

が予想されます。そのため、実務上混乱をきたす可能性も考え

られますので、上記のようなご対応をお願いするものです。 
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5 

 

「顧客口」の属性区分毎

の詳細情報 

 

 

株式等振替制度参加に

係る届出書（株式等振

替制度＜間接口座管理

 

○ 「株式数比例配分方式の取扱い」（項

番１．、項番２．共通）を「なし」とする理

由について、正当な理由として認められ

る場合とは、どのような場合でしょうか。

○ 「株式数比例配分方式の取扱い」（項

番５．）を「なし」とする理由について、正

当な理由として認められる場合とは、ど

 

○ ご質問の件につきましては、「なし」とする届出があ

った場合、その理由が正当であると認められないとき

は、当該届出を不受理とさせていただきます。 

機構では、届出書類にご記入いただいた理由につ

き、機構加入者の顧客口又は間接口座管理機関が

その直近上位機関から開設を受ける顧客口座ごと

 

2008.07.18 



2008 年 7 月 18 日現在 

4／7 

 届出書類 ご質問 回答 掲載日 

機関用＞） のような場合でしょうか。 に、以下に掲げる基準（正当な理由と認められる場

合）への適合状況を確認させていただきます。 

なお、⑤を理由として選択される場合は、加入者と

の間で締結することとなる契約又は合意の内容につ

いて、事前にご相談ください（この場合において、機

構では、当該契約又は合意の内容及び当該契約又

は合意が加入者の配当金の受領方法の選択に係る

利便性を損なうものでないことを説明する書面のご提

出を求める場合があります。）。 

 

【正当な理由と認められる場合】 

① 口座管理機関の顧客口（間接口座管理機関が直

近上位機関から開設を受ける顧客口座を含む。以

下同じ。）が、発行者の申出により開設される特別口

座の管理のみを目的として開設されたものであると

き。 

 

② 口座管理機関（銀行、長期信用銀行、協同組織金

融機関、証券金融会社、保険会社又は短資会社で

あるものに限る。）の顧客口が、もっぱら担保設定者

である加入者の口座の管理を目的として開設された

ものであるとき。 

 

③ 口座管理機関の顧客口が、金銭の貸付け等を業



2008 年 7 月 18 日現在 

5／7 

 届出書類 ご質問 回答 掲載日 

として行う加入者のために開設された口座（当該口

座に記載又は記録された振替株式のすべてが、他

の加入者から差し入れられた担保株式であるものに

限る。）の管理のみを目的として開設されたものであ

るとき。 

 

④ 口座管理機関の顧客口が、発行者の自己株式を

管理するための当該発行者の口座の管理のみを目

的として開設されたものであるとき。 

 

⑤ 口座管理機関の顧客口が、当該口座管理機関と

の間で常任代理人契約その他の契約又は合意（株

式数比例配分方式以外の方法により、配当金を受

領する旨の定めが含まれているものに限る。）が存

在する加入者の口座の管理のみを目的として開設

されたものであるとき。 

 

 

6 

 

（全体） 

 

 

○ 届出書類一式を本年７月に提出しま

したが、本年９月に商号変更が予定さ

れています。この場合、当該届出書類

について、どのような対応を行えばよい

でしょうか。 

 

○ ご質問の場合においては、商号変更後速やかに、

「株式等振替制度参加に係る届出書」を再提出して

いただくことになります。この場合、「会社名」及び項

番 1.の「登記上の商号・名称」には商号変更後の商

号（新しい商号）を記載・押印（実印）していただき、

「項番２．」～「項番７．」及び「※」を記載（商号変更に

より変更が生じる項目は変更後の内容、変更が生じ

ない項目は従前と同じ内容）のうえ、（新しい商号が
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 届出書類 ご質問 回答 掲載日 

記載されている）「印鑑証明書」を添付してご提出くだ

さい（注１）（注２）（注３）。なお、「『顧客口』の属性区分毎

の詳細情報」の項番３．の「株式数比例配分方式を

取り扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の届

出」の「口座名義人の氏名又は名称」（⑦⑧）等に変

更が生じる場合には、「『顧客口』の属性区分毎の詳

細情報」も再提出していただくことになります。 

 

※１ 「本店所在地・主たる事務所」の変更があった

場合には、項番２．の「登記上の本店所在地・主た

る事務所」に変更後の本店所在地・主たる事務所

（新しい本店所在地・主たる事務所）を記載してい

ただき、「項番１．」、「項番３．」～「項番７．」及び

「※」を記載（本店所在地等の変更により変更が生

じる項目は変更後の内容、変更が生じない項目は

従前と同じ内容）のうえ、（新しい本店所在地・主た

る事務所が記載されている）「印鑑証明書」又は

「登記事項証明書」を添付してご提出ください（注１）

（注２）（注３）。 

 

※2  「代表者」の変更があった場合には、「代表者

役職名・氏名」及び項番３．の「代表者名及び代表

者届出印」には変更後の代表者の役職名・氏名

（新しい代表者の役職名・氏名）を記載及び押印

（届出印）していただき、「項番１．」、「項番２．」、

「項番４．」～「項番７．」及び「※」を記載（代表者の

変更により変更が生じる項目は変更後の内容、変

更が生じない項目は従前と同じ内容）のうえ、（新し

い代表者名が記載されている）「印鑑証明書」を添
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付してご提出ください（注１）（注２）。 

 

（注１） 記載要領の「１．（6）その他の留意事項」（4 頁）参照。 

（注２） 機構加入者の場合の記載です。なお、「間接口座管理

機関」「発行代理人及び支払代理人」「資金決済会社」「指定

株主名簿管理人等」の場合についても、機構加入者の場合に

準じた取扱いとなります。 

（注３） 商号変更や本店所在地等の変更により、「業務責任者

及び業務担当者連絡先届出書」の内容に変更が生じる場合

（「住所」「電話番号」「e-mail」等）には、「業務責任者及び業務

担当者連絡先届出書」も再提出していただくことになります。 

 

以 上 


